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規制の名称 アウトレットにおける二重価格表記の規制 所管府省 消費者庁

根拠法令等 不当景品類景品類及び不当表示防止法第4条第1項第2号

担当局課等
及び作成責
任者の役
職・氏名

消費者庁表示対策課長　真渕　博

規制目的

規制内容の概要

　景品表示法の不当表示の類型の一つとして、有利誤認表示がある。有利誤認表示とは、商
品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示で、取引条件について、実際のも
のよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、又は競争事業者
に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、典
型的な有利誤認表示としては不当な二重価格表示がある。
　不当な二重価格表示に関する考え方は、「不当な価格表示についての景品表示法上の考え
方」（http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf）において示されてお
り、例えば、同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合、比較対照価
格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合が例示されている。

関連する予
算

―

規制の最近の改
廃経緯

―
関連する政
策評価結果

―

　商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する
おそれのある行為の制限及び禁止しについて定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。



規制を維持、改革
又は新設する理

由

　「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
（http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf）おいては、提案主体が提案理由の
中で述べるような「二重価格による表示を行う場合、『当該店舗』での『最近相当期間（過去８週間の過
半、かつ少なくとも直近２週間以内の）販売実績』が必要となる」という考え方は示されていない。
　すなわち、同考え方においては、「過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われる場
合に、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通
常、同一の商品が当該価格でセール前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が
当該値下げ分だけ安くなっていると認識するものと考えられる。このため、過去の販売価格を比較対照
価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていたと
はいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されて
いた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与
え、不当表示に該当するおそれがある。」との考え方が示されている。
　そして、比較対照価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に当たるか否かについては、
「当該価格で販売されていた時期及び期間、対象となっている商品の一般的価格変動の状況、当該店
舗における販売形態等を考慮しつつ、個々の事案ごとに検討されることになるが、一般的には、二重価
格表示を行う最近時（最近時については、セール開始時点からさかのぼる八週間について検討されるも
のとするが、当該商品が販売されていた期間が八週間未満の場合には、当該期間について検討される
ものとする。）において、当該価格で販売されていた期間が当該商品が販売されていた期間の過半を占
めているときには、『最近相当期間にわたって販売されていた価格』とみてよいものと考えられる。ただ
し、前記の要件を満たす場合であっても、当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場
合、又は当該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては、『最近相当期
間にわたって販売されていた価格』とはいえないものと考えられる。」との考え方が示されているところで
ある。
　一方で、プロパー店舗からアウトレット等に移管した商品の二重価格表示については、一般的なアウト
レット等における販売形態を踏まえると、アウトレット等において比較対照価格での販売実績のない商品
であっても、プロパー店舗において最近相当期間にわたって販売した実績のある商品について、「プロ
パー店舗での販売価格○○円のところ××円」といったように、比較対照価格を事実に基づいて適正に
表示する場合には、景品表示法上問題とならず、二重価格表示を行うことが可能であると考えられる。
　このようにアウトレット等においても二重価格表示を行うことは可能であるので、現時点で上記ガイドラ
インの見直しの必要はないと考えている。
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